
２０１３年１０月１１日未明に発生した１０人が亡くなる火災！

福岡市博多区の医院安部整形外科で入院患者など１０人が亡くなり、５人が重軽傷を負った火
災で、福岡地検は、福岡県警から業務上過失致死傷容疑で書類送検された院長の４９歳の男性
医師を不起訴とする方針のようです。
火災後、医院内で煙の回り方を確認する実験などをした結果、防火扉などで適正に対応していた
としても煙が広がることを防げず、同様の死傷者が出たであろうと一審では判断したようです。
当時の防火設備の設置状況は全く分かりませんが、・・ならば、どんな設備なら防げたのか？
ならば、消防用設備を費用を費やして設置する意味はどこに？
という疑問を持つのは消防設備業者の私だけ？
お亡くなりになった方の無念を御察し致します。

不起訴へ！？！　　　　　　　　＿西日本防災システム
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